
16

安
芸
高
田
市
お
太
助
タ
ク

シ
ー
チ
ケ
ッ
ト
の
使
用
上
の

注
意社

会
福
祉
課
☎
42-

５
６
１
５

　
重
度
障
害
者
の
方
の
外
出
支
援

の
た
め
に
交
付
し
て
い
る
安
芸
高

田
市
お
太
助
タ
ク
シ
ー
チ
ケ
ッ
ト

の
使
用
の
際
に
は
、
次
の
こ
と
を

厳
守
し
て
く
だ
さ
い
。

①
チ
ケ
ッ
ト
は
、
利
用
対
象
者
本

人
（
チ
ケ
ッ
ト
に
印
字
し
て

い
る
名
前
の
方
）
が
乗
車
し

て
い
る
時
以
外
は
、
使
用
で

き
ま
せ
ん
。

②
チ
ケ
ッ
ト
を
使
用
す
る
と
き

は
、
本
人
確
認
の
た
め
、
必
ず

障
害
者
手
帳
を
乗
務
員
に
提
示

し
て
く
だ
さ
い
。

③
チ
ケ
ッ
ト
は
、
市
が
指
定
す
る

市
内
の
タ
ク
シ
ー
業
者
の
み
利

用
可
能
で
す
。指
定
の
タ
ク
シ
ー

業
者
で
あ
れ
ば
、
市
外
・
市
内

ど
ち
ら
へ
の
移
動
で
も
利
用
が

可
能
で
す
。

歴
史
民
俗
博
物
館
公
開
講
座

第
４
回
中
国
山
地
を
越
え
た
石
見

の
や
き
も
の
～
石
見
焼
と
石
州
瓦

の
伝
播
～

安
芸
高
田
市
歴
史
民
俗
博
物
館

☎
42
‐
０
０
７
０

講
師
　
島
根
県
立
浜
田
高
等
学
校
教
諭

阿
部 

志
朗
さ
ん

日
時
　
10
月
４
日
（
日
）

　
　
　
13
：
30
～

会
場
　
歴
史
民
俗
博
物
館
多
目
的
室

定
員
　
60
名

参
加
費
　
無
料

※
申
込
が
必
要
で
す
。

専
門
家
と
つ
く
る

エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
講
座

甲
田
人
権
会
館
☎
45
‐
４
９
２
２

　
こ
れ
か
ら
先
の
人
生
を
考
え
る

た
め
に
便
利
な
ノ
ー
ト
が
〝
エ
ン

デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト
〟
で
す
。
こ
れ

ま
で
を
振
り
返
り
、
こ
れ
か
ら

先
、
ど
ん
な
ふ
う
に
生
き
た
い
の

か
、ど
ん
な
ゴ
ー
ル
に
す
る
の
か
、

ノ
ー
ト
を
作
り
な
が
ら
考
え
て
み

ま
せ
ん
か
。

講
師
　
は
し
も
と
行
政
書
士
事
務
所

橋
本 

明
子
さ
ん

日
時
　
10
月
27
日
（
火
）

　
　
　
13
：
30
～
15
：
30

場
所
　
向
原
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
み
ら
い

定
員
　
60
名

参
加
費
　
無
料

障
害
児
福
祉
手
当
と

特
別
障
害
者
手
当

社
会
福
祉
課
☎
42-

５
６
１
５

　
重
度
の
障
害
の
た
め
介
護
が
必

要
な
在
宅
の
方
に
手
当
を
支
給
す

る
制
度
が
あ
り
ま
す
。
支
給
に
は

要
件
が
あ
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く

は
担
当
課
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
障
害
児
福
祉
手
当

対
象
　
20
歳
未
満
の
障
害
児
で
日

常
生
活
に
お
い
て
常
時
の
介
護
を

必
要
と
す
る
方

支
給
額
　
月
額
１
４
，
４
８
０
円

（
平
成
27
年
10
月
現
在
）

支
給
月
　
５
月
、
８
月
、
11
月
、

２
月
に
、
前
月
分
ま
で
の
３
か
月

分
を
支
給
し
ま
す
。

○
特
別
障
害
者
手
当

対
象
　
20
歳
以
上
の
障
害
者
で
日

常
生
活
に
お
い
て
常
時
特
別
の
介

護
を
必
要
と
す
る
方

支
給
額
　
月
額
２
６
，
６
２
０
円

（
平
成
27
年
10
月
現
在
）

支
給
月
　
５
月
、
８
月
、
11
月
、

２
月
に
前
月
分
ま
で
の
３
か
月
分

を
支
給
し
ま
す
。

屋
外
広
告
物
の

安
全
管
理
の
お
願
い

管
理
課
☎
47
‐
１
２
０
１

　
屋
外
広
告
物
と
は
、
常
時
又
は

一
定
の
期
間
継
続
し
て
屋
外
で
公

衆
に
表
示
さ
れ
る
も
の
で
、
立
看

板
や
広
告
塔
、
建
物
の
壁
面
を
利

用
し
た
広
告
や
施
設
案
内
な
ど
の

こ
と
を
い
い
ま
す
。

　
市
内
に
は
、
広
告
物
が
多
数
あ

り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
、
生
活
に
な

く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
す
が
、

設
置
さ
れ
た
広
告
物
が
管
理
さ
れ

て
い
な
け
れ
ば
、
老
朽
化
に
よ
る

倒
壊
や
落
下
等
の
恐
れ
が
あ
り
、

市
民
の
安
全
が
損
な
わ
れ
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
被
害
を
防
ぐ
た
め

に
も
、
広
告
物
を
設
置
さ
れ
て
い

る
方
は
、
定
期
的
に
自
主
点
検
を

行
い
、
安
全
管
理
に
努
め
て
い
た

だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

オ
ー
タ
ム
ジ
ャ
ン
ボ

宝
く
じ
発
売

発
売
期
間
　

9
月
28
日
（
月
）
か

ら
10
月
16
日
（
金
）
ま
で
（
売
り

切
れ
次
第
、
発
売
終
了
で
す
）。

発
売
金
額
　

1
枚
３
０
０
円

お
知
ら
せ

福

　祉

催

　し

八千代支所　☎ 52-2111　高宮支所　☎ 57-0311　向原支所　☎ 46-3111

美土里支所　☎ 54-0311　甲田支所　☎ 45-4111　消防本部　☎ 42-0931（代）

17

市
営
住
宅
の
入
居
を

募
集
し
ま
す

住
宅
政
策
課
☎
47
‐
１
２
０
２

い
ず
れ
も
所
得
制
限
（
上
限
）
あ
り

【
公
営
北
住
宅
】

場
所
　
美
土
里
町
北

広
さ
　
３
Ｄ
Ｋ
　
戸
数
　
１
戸

【
公
営
尾
原
住
宅
】

場
所
　
向
原
町
坂

広
さ
　
３
Ｄ
Ｋ
　
戸
数
　
１
戸

申
し
込
み
期
間
　
10
月
5
日（
月
）

か
ら
10
月
19
日
（
月
）
17
：
00
ま

で
（
必
着
）

※
制
限
項
目
や
立
地
条
件
な
ど

は
、
事
前
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

※
申
し
込
み
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
申
込
書
等
を
申
し
込
み
先
で

用
意
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

自
衛
官
募
集

～
平
和
を
仕
事
に
す
る
～

自
衛
隊
可
部
募
集
案
内
所

☎
０
８
２
‐
８
１
５
‐
３
９
８
０

【
高
等
工
科
学
校
生
徒 （
一
般
）】

資
格
　
中
卒
（
見
込
含
）
17
歳
未
満

試
験
　
一
次
試
験
：
平
成
28
年
１

月
23
日
　
二
次
試
験
：
平
成
28
年

２
月
４
日
～
７
日

※
二
次
試
験
は
一
次
試
験
合
格
者

の
み
。
い
ず
れ
か
一
日
を
指
定
。

受
付
　
11
月
１
日
～
平
成
28
年
１

月
８
日

【
自
衛
官
候
補
生
】

資
格
　
18
歳
以
上
27
歳
未
満
（
応

募
資
格
の
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ

下
さ
い
）

受
付
　
年
間
を
通
じ
て
行
っ
て
お

り
ま
す
。

※
そ
の
他
試
験
日
な
ど
、
詳
細
は

お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

※
本
庁
・
各
支
所
に
募
集
案
内
や

要
項
を
置
い
て
い
ま
す
の
で
、
ご

覧
下
さ
い
。

自
衛
隊
広
島
地
方
協
力
本
部
Ｕ
Ｒ
Ｌ

http://w
w
w
.m
od.go.jp/pco/

hiroshim
a/

携
帯
ア
ド
レ
ス

http://w
w
w
.m
od.go.jp/pco/

hiroshim
a/keitai.htm

ち
ょ
っ
と
増
や
せ
る

付
加
年
金

三
次
年
金
事
務
所

☎
０
８
２
４
‐
６
２
‐
３
１
０
７

　
付
加
年
金
の
額
は
、「
２
０
０
円

×
付
加
保
険
料
を
納
め
た
月
数
」
の

式
で
計
算
さ
れ
ま
す
。

　
例
え
ば
、
付
加
保
険
料
を
５
年
間

（
60
か
月
）
納
め
た
と
き
の
総
付
加

保
険
料
額
の
２
万
４
千
円
（
４
０
０

円
×
60
か
月
）
に
対
し
、
65
歳
か
ら

老
齢
基
礎
年
金
と
い
っ
し
ょ
に
支

給
さ
れ
る
付
加
年
金
の
額
は
年
額

１
万
２
，
０
０
０
円
（
２
０
０
円
×

60
か
月
）
と
な
り
ま
す
。
付
加
年
金

を
２
年
間
受
給
す
る
と
、
納
付
し
た

付
加
保
険
料
総
額
と
同
額
に
な
り

ま
す
（
上
記
の
付
加
年
金
額
は
、
65

歳
か
ら
受
給
し
た
場
合
の
金
額
で

す
）。
つ
ま
り
、
２
年
間
で
元
金
が

か
え
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
こ
れ

は
、
付
加
保
険
料
を
10
年
納
め
た

方
、
40
年
納
め
た
方
に
つ
い
て
も
同

じ
こ
と
が
言
え
ま
す
。
公
的
年
金
を

損
得
勘
定
で
考
え
る
の
に
は
一
部

の
ご
批
判
も
あ
り
ま
す
が
、
あ
え
て

言
え
ば
、
こ
の
厳
し
い
「
超
低
金
利

時
代
」
に
あ
っ
て
は
、
朗
報
と
言
え

る
制
度
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
付

加
年
金
は
、
老
齢
基
礎
年
金
と
あ
わ

せ
て
受
給
で
き
る
終
身
年
金
で
す
。

た
だ
し
、
物
価
の
上
下
に
対
応
し

た
「
物
価
ス
ラ
イ
ド
制
度
」（
増
額

や
減
額
）
な
ど
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一

方
、
付
加
年
金
は
老
齢
基
礎
年
金
と

い
っ
し
ょ
に
支
給
さ
れ
る
た
め
、
繰

上
げ
支
給
ま
た
は
繰
下
げ
支
給
を

し
た
と
き
に
は
、
本
体
の
老
齢
基
礎

年
金
と
同
じ
割
合
で
減
額
ま
た
は

増
額
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

○
付
加
保
険
料
を
納
め
る
際
の
留
意
点

　
付
加
保
険
料
を
納
め
ら
れ
る
方

は
、次
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
ま
す
。

①
自
営
業
者
な
ど
の
国
民
年
金
の

第
１
号
被
保
険
者
の
方
に
限

ら
れ
ま
す
。

②
半
額
免
除
な
ど
の
一
部
免
除
を

含
め
、
保
険
料
を
免
除
さ
れ

て
い
る
方
は
付
加
保
険
料
を

納
め
ら
れ
ま
せ
ん
。

③
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
な

ど
、
国
民
年
金
の
任
意
加
入

者
の
方
も
付
加
保
険
料
を
納

め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

④
国
民
年
金
基
金
に
加
入
中
の
方

は
、
付
加
保
険
料
を
納
め
ら

れ
ま
せ
ん
。

　
付
加
保
険
料
の
納
付
は
、
申
し
込

ん
だ
月
分
か
ら
と
な
り
ま
す
。
付

加
保
険
料
の
納
期
限
は
翌
月
末
日

（
納
期
限
）
と
定
め
ら
れ
て
お
り
ま

す
。
納
期
限
を
経
過
し
た
場
合
で

も
、
期
限
か
ら
２
年
間
は
付
加
保

険
料
を
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
口
座
振
替
や
割
安
に
な
る

前
納
制
度
も
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

国
民
年
金
保
険
料

５
年
の
後
納
制
度
の
開
始

　
過
去
５
年
以
内
に
納
め
忘
れ
た

国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
す
る
こ

と
で
将
来
の
年
金
額
を
増
や
す
こ

と
が
で
き
る
「
５
年
の
後
納
制
度
」

募

　集

年

　金

  

広
告

130400
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広告




